
令和5年度　基本施策評価シート 作成日 令和5年7月12日

基 本 施 策 F5 原爆被爆者の援護を充実します

基本施策主管課名 援護課 関 係 課 名 調査課

総括

●被爆後７８年が経過しようとしており、被爆者の高齢化が進む中、介護等の必要性が高まってきているとと
もに、被爆体験者に係る調査研究事業や被爆二世の健康不安の解消など総合的な援護施策を推進しなけ
ればならないが、この援護施策については、被爆者援護法制定の趣旨や同法制定時における附帯決議な
どを踏まえ、国の責任において進めていく旨を基本としている。
●これを踏まえた、基本施策の成果指標である「被爆者等に関する国への要望事項の実現数」は、令和４
年度実績値として、被爆体験者に関する３件（令和4年度目標値２件）であり、成果を挙げているが、実現さ
れていない項目があることから、今後の主な取り組みは次のとおりとする。

F5-1
●訪問介護利用被爆者助成のみに設けられている所得制限の撤廃、介護保険利用助成に係る助成対象
サービスの拡大及びより一層の財源措置について、「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会（原援協）」
及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会（八者協）」を通じて、国への要望を継続する。

F5-2

●高齢化する被爆体験者の実態を踏まえ、被爆体験者の救済の観点から「爆心地から半径12㎞の範囲の
被爆地域の拡大」及び「対象となっている７種のがん以外のがん種の追加」等、被爆体験者支援事業の充
実を原援協や八者協を通じて、国への要望を継続する。
●長崎で黒い雨等に遭った方も被爆者として認めるよう、原援協及び八者協を通じて、引き続き要望すると
ともに、国立追悼平和祈念館所蔵の被爆体験記調査及び米国文献調査（ＡＢＣＣ）資料の調査については、
早急に実施し検証するよう、原援協を通じて国に要望する。

基本施策の総合評価

２０２５年度に
めざす姿

対　　　　象 意　　　　　　　　　　　　図

被爆者等が 安心して暮らしている。

第五次総合計画［前期基本計画］基本施策掲載ページ 173ページ

二次評価（施策評価会議による評価）

● F5-2の「今後の取組方針」においては、被爆者援護法の趣旨や市の方針等の背景などを追記すること。

F5-3
●被爆二世の健康診断は、健康状況の把握と健康不安の解消を図るため、希望者に実施されているが、が
ん検診を含む健康診断内容の充実を図っていくため、「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会（原援
協）」及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会（八者協）」を通じて、国への要望を継続する。
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成　果　指　標

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値 基準値

からの
傾向R3 R4 R5 R6 R7

被爆者等に関する国への要望
事項の実現数［累計］

―
９項目

（Ｒ7年度）
1 4 0 0 0

●「長崎原子爆弾被爆者援
護強化対策協議会（原援
協）」及び「広島・長崎原爆
被爆者援護対策促進協議
会（八者協）」を通じて国へ
要望活動をおこなったこと
により、被爆体験者の救済
及び支援事業の充実に関
する3件の要望が実現し
た。

年度別　主な取組内容

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
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実績値
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② 国への要望

② 国への要望

① 援護施策の安定的供給

継
続

●健康管理手当などの各種手当の支給や介護保険サービスなどの援護施策について、被爆者の健康保持・
増進を図るため、引き続き実施する。

●訪問介護利用被爆者助成のみに設けられている所得制限の撤廃、介護保険利用助成の対象サービスの拡
大及びより一層の財源措置（現在の国負担５/１０）について国に要望しているが、国において、対象サービスは
介護保険制度導入以前の介護保険サービスを原則としていることや、介護保険サービスに要する費用は、地
方も公平に負担すべきであるとの考えがあることから、実現に至っていない。

今後の取組方針

令和５年度　個別施策評価シート

成果

個別施策主管課名

問題点とその要因

●「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく健康診断（受診延人数：35,476人）、諸手当支給（支
給延件数：265,933件）、日常生活支援等（保健相談延件数：7,416件）の援護施策を実施した。

援護課

個 別 施 策 F5-1

２０２５年度に
めざす姿

対　　　　象

被爆者が

被爆者が保健・医療・福祉サービスを受けやすい環境を整えます

意　　　　　　　　　　　　図

安心して保健・医療・福祉サービスを受けている。

●高齢化による身体能力や認知等の低下に伴い、今後よりきめ細やかな対応に努める必要がある。

① 援護施策の安定的供給

援護施策の安定的供給①

② 国への要望

●被爆者援護、弔意事業及び啓発活動等の充実強化を目的に、「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会
（原援協）」及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会（八者協）」において要望事項をとりまとめ、国に
対し要望活動を行った。

●高齢化に伴い需要が高まっている介護保険サービスの利用については、これに要する費用（自己負担分）の
助成（助成延件数：87,702件、1,052,090千円）を行った。併せて、介護保険サービス利用者と直接繋がる関係機
関（居宅介護支援事業所、医療連携室、包括支援センター：市内約200箇所）へ制度周知を行った。

継
続

●「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会（原援協）」及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会
（八者協）」を通じて、国への要望を継続する。

●介護保険サービス利用に要する費用については、本市の負担（５/１０）があるため、高齢化に伴い当該サー
ビスの需要が高まることで、将来の市の財政負担の増加が懸念される。
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1

事業名
担当課

健康管理等手当費、介護手当費、葬祭料、訪問介護及び介護保
険等利用被爆者助成費

援護課

事業目的

被爆者の援護施策については、被爆者が受けた「放射線」による健康被害という他の戦争被害
とは異なる「特殊の被害」であることに鑑み、健康診断の実施や健康管理手当など各種手当の
支給、介護保険サービス利用に要する費用の公費負担等を行い、被爆者の健康保持・増進を
図る。

事業概要
健康管理手当、医療特別手当などの支給及び介護保険サービス利用に要する費用等を公費
負担する。

取組実績

●健康管理等手当費、介護手当費、葬祭料
（支給延件数：265,933件、支給金額：11,003,684,109円）
●訪問介護及び介護保険等利用被爆者助成費
（支給延件数：87,702件、支給金額：1,052,089,789円）

決算（見込）額 12,055,773,898 円

成　果　指　標

施策を推進する主な事業

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値

被爆者1人あたりの介護サービ
ス年間利用回数

3.77回
（Ｒ2年度）

4.42回
（Ｒ7年度）

4.00 4.25 0 0 0

基準値
からの
傾向R3 R4 R5 R6 R7

R3 R4 R5 R6 R7

0 0 0
被爆者に関する国への要望事

項の実現数［累計］
―

４項目
（Ｒ7年度）

1 1

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値 基準値

からの
傾向

【健康診断】

4.42

3.77
4.00 4.25

2.00

4.00

6.00

R2 R3 R4 R5 R6 R7
実績値

【ふれあい昼食

4

1 1 10
1
2
3
4
5

R2 R3 R4 R5 R6 R7
実績値
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0 0 0
被爆体験者に関する国への要

望事項の実現数［累計］
―

４項目
（Ｒ7年度）

0 3

① 国への要望

継
続

●放射線による健康影響については、専門機関において調査研究を行っているほか、長崎市においても附属
機関として長崎市原子爆弾放射線影響研究会を設置し、アメリカやヨーロッパの低線量被曝の健康影響に関す
る論文等を検証しているが、現時点で有益な知見は得られていない。引き続き情報収集に努めるとともに、高
齢化し、病気に苦しむ被爆体験者の実態を踏まえ、「被爆体験者の救済」の観点から「爆心地から半径12㎞の
範囲の被爆地域の拡大」及び「対象となっている７種のがん以外のがん種の追加」等、被爆体験者支援事業の
充実を原援協や八者協を通じて引き続き国に要望する。

成　果　指　標

継
続

●長崎で黒い雨等に遭った方も被爆者として認めるよう、引き続き要望するとともに、これまでに裁判に提出さ
れていない国立追悼平和祈念館所蔵の被爆体験記調査及び米国文献調査（ＡＢＣＣ）資料の調査を早急に実
施し検証するよう、原援協を通じて国に要望する。

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値 基準値

からの
傾向R3 R4 R5 R6 R7

今後の取組方針

個別施策主管課名 調査課

成果

① 国への要望

●高齢化する被爆体験者の救済を図るため、「爆心地から半径12㎞の範囲の被爆地域の拡大」及び「被爆体
験者支援事業の対象合併症の大幅な拡充  特に「がん」の対象合併症への追加」並びに被爆体験者支援事業
の充実を原援協を通じて要望し、また、がんを含めた対象合併症の大幅な拡充や被爆体験者事業の充実を八
者協で要望したことなどにより、令和５年４月から、一部のがんを含めた対象合併症の大幅な拡充、被爆体験
者精神医療受給者証の更新手続きの廃止及び県外居住者への事業対象が拡大されるなど、事業の改善が図
られ、被爆体験者の支援につながった。

問題点とその要因

① 国への要望

●医療費助成となる対象合併症は大幅に拡充されたものの、国は、被爆地域外での放射線による健康影響が
認めていないため、根拠となる科学的・合理的知見を国に示す必要があるが、困難な状況である。また、がんを
医療費助成の対象とするためには、対象合併症とがんの関連性を調査する調査対象疾病に追加する必要が
ある。
●長崎で黒い雨等に遭った方も広島と同様に被爆者として認めるよう、国に要望しているが、過去の裁判例と
の整合性や、「黒い雨」が降った地域の存在を示す客観的な資料がないとして認められていない。

令和５年度　個別施策評価シート

個 別 施 策 F5-2 被爆体験者の救済及び支援事業の充実を図ります

２０２５年度に
めざす姿

対　　　　象 意　　　　　　　　　　　　図

被爆体験者が 安心して支援を受けている。

4

0 0

3

0
1
2
3
4
5

R2 R3 R4 R5 R6 R7
実績値
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施策を推進する主な事業

1

事業名
担当課

長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会 調査課

事業目的 国への要望活動を実施し、要望を実現することで、原爆被爆者の援護対策の強化促進を図る。

事業概要
市及び市議会で組織する原援協において、国等に対し要望活動を行う。　委員13人（副市長、
副議長、教育厚生委員会委員長、市議会各会派代表８人、市関係部長２人）

取組実績

令和4年6月に、国（厚生労働省）へ援護施策の充実など8項目に関する要望活動を対面にて実
施した。また、衆議院・参議院厚生労働委員会、原子爆弾被爆者救済並びに核兵器廃絶と世
界恒久平和の実現を推進する議員連盟（自由民主党）、公明党原爆被害者対策委員会、国民
民主党被爆者問題議員懇談会及び長崎県選出国会議員に対し、要望書を配付した。

決算（見込）額 428,560 円

【原援協要望（厚生労働省）】
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① 調査研究の継続実施

今後の取組方針

●原子爆弾による人的被害の実態把握を目的に、既存資料等の調査及び原爆被爆者・死没者のデータべース
整備（原爆被爆者動態調査）を実施したことにより、令和4年度において新たに原爆死没者として判明したもの
が68件、重複登録等が確認されたものが13件、合計で81件（平成28年度からの累計で746件）の確認ができ、
より正確な被害状況の把握につながった。

●被爆二世については、がんに対する健康不安を抱く年齢になってきていることから、精密検査の充実及び現
在実施している被爆二世健康診断に「がん検診」の項目の追加について、「長崎原子爆弾被爆者援護強化対
策協議会（原援協）」及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会（八者協）」を通じて、直接国に要望を
行った。

●昭和57年度から調査を実施しており、平成28年度から特別葬祭給付金申請書類及び昭和50年度実態調査
資料との照合作業を実施しているが、被爆から７８年が経過する中で、他に実態解明に繋がる新しいデータが
見つかりにくい状況である。

●被爆二世健康診断内容の充実については、国への要望を毎年おこなっているが、親の放射線被爆に関連し
た被爆二世本人の健康への影響があることを示す調査結果が得られていないことなどを理由に、実現に至って
いない。

令和５年度　個別施策評価シート

個 別 施 策 F5-3 被爆実態に関する調査研究を促進します

２０２５年度に
めざす姿

対　　　　象 意　　　　　　　　　　　　図

原爆被爆の実態が 調査により把握されている。

個別施策主管課名 調査課

成果

② 国への要望

問題点とその要因

① 調査研究の継続実施

② 国への要望

① 調査研究の継続実施

② 国への要望

継
続

継
続

●特別葬祭給付金申請書類及び昭和50年度実態調査資料といった既存資料がある現状では調査を継続する
意義があることから、引き続き照合作業を進め、当該作業完了時点で、他に参照すべきデータがない場合は事
業の存廃を含めて検討を行う。

●「長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会（原援協）」及び「広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会
（八者協）」を通じ、広島県市及び長崎県とも連携しながら、国への要望を継続する。
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基準値
からの
傾向R3 R4 R5 R6

成　果　指　標

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値

R7

0 0 0

施策を推進する主な事業

原爆被爆者動態調査で判明した
死没者データの整備数［累計］

491件
（Ｒ2年度）

1,000件
（Ｒ7年度）

665 746

指　　標　　名
基準値
（時期）

目標値
実績値 基準値

からの
傾向R3

1

事業名
担当課

長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会 調査課

事業目的

事業概要
市及び市議会で組織する原援協において、国等に対し要望活動を行う。　委員13人（副市長、
副議長、教育厚生委員会委員長、市議会各会派代表８人、市関係部長２人）

取組実績

令和4年6月に、国（厚生労働省）へ援護施策の充実など8項目に関する要望活動を対面にて実
施した。また、衆議院・参議院厚生労働委員会、原子爆弾被爆者救済並びに核兵器廃絶と世
界恒久平和の実現を推進する議員連盟（自由民主党）、公明党原爆被害者対策委員会、国民
民主党被爆者問題議員懇談会及び長崎県選出国会議員に対し、要望書を配付した。

決算（見込）額 428,560 円

国への要望活動を実施し、要望を実現することで、原爆被爆者の援護対策の強化促進を図る。

被爆二世に関する国への要望
事項の実現数

―
1項目

（Ｒ7年度）
0 0

R4 R5 R6 R7

0 0 0

1,000

491

665
746

400

600

800

1,000

1,200

R2 R3 R4 R5 R6 R7
実績値

1

0 0 0
0

2

R2 R3 R4 R5 R6 R7
実績値

【原援協による要望】
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